
●

こ．，公共職業訓練（14年度）
一離職者訓練受講者実績42万人

（うち施設内訓練受講者実績9万人）
（うち委託訓練受講者実績　33万人）

－・嘘業能力評価制度の整備
－14め産業について評価基準の策定に着手

電機製造業及び事務系職務の評価基準が完成

・専門職大学院の設置認可

一専門職大学院数（叩年轟く予皐）黒木畢事項）
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＜16年度＞

・「若者自立・挑戦プラン」を着実に推進
一若年者のためのワンストップサービスセンター（通称：ジョブ・＿カフ星）の

設置推進

一日本版デュアルシステム（企業実習と組み合わせた教育訓練）の導入
等

・多様な職業訓練の推進
一個人が選択して職業訓練を受講できる制度を導入

一求人事業主等を活用したオーダーメイド型職業訓練を推進

一民間委託訓練における就職率の向上

（就職実績に応じて委託費を支払う）

・専門職大学院の設置促進
一専門職大学院数の増加

＜17年度以降＞

t「若者自立・挑戦プラン」を着実に推進

・その他上記各分野で所要の施策を引き続き着実に推進



●

これまでの成果

・高速・超高速インターネット（DSLFTTH．CA働口
ヽしJ

万突破1年間で約1．7倍（16．1末1，400万加入）

・三大広域圏において地上デジタル放送が開始（15．12．1

ングシステム
，l

（検査、予約、処方にかかる情報伝達

、‡院内システム）が普及（11．10％→14．1014．4％）

・レセプト電算処理システムが普及（13．110．5％→15．12H7＿．

・卑草全ての・公立学校（約4万校）＿がインタヰ外接埠頭軽

壇が扱う申請・届出等垂線（約13．000件）の殆ど全車軽
ンl　ンヒ　　15　　　　で

・公的個人認証サービスの運用開始（16．1．29）

・国税の申告（16．2）－・納税（16．3予定）のオンライン化（

パスポートオンライン申請も可能となる予定（

今後の対応

＜16年度＞
・新重点計画（本年夏頃を目途に策定）

・先導的取組

－「医療」の汀化
①電子カルテシステム、レセプト電算処理の普及を推進

②山間僻地・離島への遠隔医療サービスに係るシステム
の整備支援

－「食」と「生活」のIT化

①100％の国産牛の精肉（挽肉、小間切を除く）につき生産履歴情報
がインターネット等で確認できる体制を整備（17年まで）

②情報家電の普及に向け技術基盤の共通化・標準化（17年度まで）

一電子政府・電子自治体

e「Govの活用、手続きのワンストップサービスの仕組みを整備
（17年度末まで）

＜ 17年 度 以 降 ＞
・電 子 カル テ シ ステ ム の 普 及 促 進

（18年度までに大病院のうち6 割 ・全診 療所の 6 割 に）

・レセプ ト電 算 処 理 シ ステ ム の 普 及 促 進

（18年度までに病院の レセプトの 7割 ）

・電 子 政 府 ‥総 合 由 な ワンス トップサ ー ビス の 実 現
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今後の対応
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＜16年度＞

・環境報告書の普及促進による環境に配慮した事業活動の
促進　　　　　　　　　　　　　　 （今通常国会法案提出済）

・日本企業が海外で行うエネルギー利用効率改善、新エネ導入、
植林等による京都メカニズムの促進

・太陽光発電、風力発電、バイオマス等新エネルギーの開発
豊Å支援

・世界一厳しいディーゼル自動車排出ガス基準導入（17．10～）後
の排出ガス規制の一層の強化を検討

・「自動車リサイクル法」の本格施行（17．1．1）に向けた実務体制

の検討・整備等準備

・廃棄物の不法投棄対策の強化、硫酸ピッチの不適正処理
に対する罰則強化等　　　　　　 （今通常国会法案提出済）

＜17年度以降＞

・16年に実施する「地球温暖化対策推進大綱」の評価に基づき
必要な追加的対策・施策を講じる

・施行後10年の経埠を迎える「容器包装リサイクル法」について
評価・検討を行う予定



●

これまでの対応
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待機児童ゼ白作戦ゐ推進（14毎～）
一保育所、保育ママ、預かり保育等の活用

・保育所に係る規制緩和を実施
一認可保育所の設置基準の緩和（10年～）

撫育所の設置者の多様化（株式会社等）（12年～）

保育所の公設民営方式（13年～）

・幼堆園・＿保育所の一体的運営のための

Lh一資格の相互取得、施設設備の共用等

t勇畦を含めた働き方の見直し、多様な裾
一年次有給休暇取得促進など
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今後の対応

＜16年度＞

・最終年度となる時機児童ゼロ作戦を強力に推進
一保育所の緊急整備、特定保育事業の拡充、預かり保育の充実等

・次世代育成支援対策推進法に基づく地方公共団体・事業主
による行動計画の策定

・就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設の

（今通常国会法案提出済）
一支給対象年齢を就学前から小学校第3学年修了まで引上げ

・年金制度における次世代支援
一育児休業をとった時の保険料免除措置の拡充（1歳未満→3歳未満）等

（「年金改革法案」を今通常国会提出済）

・少子化社会対策基本法に基づく施策の大綱の策定

・待機児童ゼロ作戦及び新エンゼルプラン終了後の支援等を
検討



●

針

＜16年度＞

・コミュニティ再興のためのNPOi
ノ

（16．6を目途に中間とりまとめ）

進に関する検読

・認定NPO法人制度の活用増進

・市民によるチェック機能の増進

－rNPO法の運用方針」に基づく「市民への説明要請」の着実な定着

・各分野でのNPOの活動促進

一情報通信人材研修事業におけるNPOの参入拡大（助成の要件緩和）

一教育・文化・スポーツ分野におけるNPOと行政機関の連携を促進

一森林整備等へのNPOの参加を支援

（「森林法一部改正法案」を今通常国会提出済）

一環境NPOへの支援、パートナーシップの構築
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＜ 1 7 年 度 以 降 ＞

・上 記 施 策 を 引 き 続 き 着 実 に 推 進
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